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平成21年11月９日（月曜日）

午前10時０分開会

会議に付した案件

○概要説明

総務部

１．本県の予算編成の現状等について

２．本県の出先機関の現状等について

○協議事項

１．「出資法人への関与事項を定める条例

（仮称）」の要綱案について

２．次回委員会について

３．その他

出席委員（13人）

委 員 長 丸 山 裕次郎

副 委 員 長 武 井 俊 輔

委 員 緒 嶋 雅 晃

委 員 福 田 作 弥

委 員 星 原 透

委 員 十 屋 幸 平

委 員 河 野 安 幸

委 員 山 下 博 三

委 員 鳥 飼 謙 二

委 員 髙 橋 透

委 員 河 野 哲 也

委 員 井 上 紀代子

委 員 徳 重 忠 夫

欠席委員（なし）

委員外議員（なし）

説明のため出席した者

総務部

総 務 部 長 山 下 健 次

総 務 部 次 長
土 持 正 弘

（総務・職員担当）

総 務 部 次 長
萩 原 俊 元

（財務・市町村担当）

部参事兼総務課長 堀 野 誠

部参事兼人事課長 四 本 孝

行 政 経 営 課 長 桑 山 秀 彦

財 政 課 長 西 野 博 之

事務局職員出席者

政策調査課主査 松 下 新 一

政策調査課副主幹 福 島 久 大

○丸山委員長 ただいまから行財政改革特別委

員会を開会いたします。

先日の県外調査、大変お疲れさまでした。

では、まず、本日の委員会の日程についてで

ありますが、お手元に配付の日程案をごらんく

ださい。本日は、総務部から本県の予算編成の

現状等及び本県の出先機関の現状等について説

明を受けた後に、出資法人への関与事項を定め

る条例（仮称）の要綱案等について、御協議し

ていただくことになっておりますが、このよう

に取り進めてよろしいでしょうか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○丸山委員長 それでは、そのように決定いた

します。

次に、執行部の概要説明の前に、私のほうか

ら１点、御報告がございます。前回の委員会に

おいて執行部より、新しい公社等改革指針の対

象とする法人の範囲について説明を聴取したと

ころでありますが、委員協議において、指定管

理料なども含めた形で県の財政支出を判断し、

その割合が80％以上の法人は、指針の対象とす

べきであるということで、委員の意見が集約さ
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れ、これを執行部に提言することが決定したと

ころであります。ついては、私のほうから、執

行部にこの件を伝えましたところ、基準の再検

討を行っていただき、最終的には、支出割合

が80％以上で、おおむね１億円以上の多額の支

出を行っている３つの法人を新たに対象とする

との回答をいただきました。具体的には、治山

林道協会、自家用自動車協会、スポーツ施設協

会であります。41から44にふえたということに

なります。当委員会では、この提言を踏まえた

回答をいただいたところでありますので、この

件については、このような形で委員の皆様の御

了解をいただきたいと存じますが、よろしいで

しょうか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○丸山委員長 それでは、そのように決定いた

します。

それでは、執行部の概要説明に入ります。

執行部入室のため暫時休憩いたします。

午前10時３分休憩

午前10時３分再開

○丸山委員長 委員会を再開いたします。

総務部においでいただきました。

当委員会では、先月、県外調査を実施し、鳥

取県における予算編成過程の公開への取り組み

や、岡山県における総合的な出先機関設置への

取り組みなど、行財政改革の先進的な事例を調

査してきたところでございます。つきまして

は、本日は、本県の予算編成の現状等及び本県

の出先機関の現状等について、概要説明をいた

だきたいと思います。

それでは、よろしくお願いいたします。

○山下総務部長 総務部でございます。どうぞ

よろしくお願いいたします。

本日の説明事項でございますが、ただいま委

員長からございましたように、御指示のありま

した本県の予算編成の現状等について、並びに

本県の出先機関の現状等についてでございます｡

詳細につきましては、関係課長から説明をいた

させます。どうぞよろしくお願いいたします。

私のほうからは以上でございます。

○西野財政課長 それでは、本県の予算編成の

現状等について御説明いたします。

特別委員会資料の１ページをお開きくださ

い。まず、予算編成過程の公表についてであり

ます。（１）の趣旨ですが、県民目線に立った

県政推進のため、予算編成過程の透明性を向上

させる観点から、予算の要求状況等の公表を行

うこととしております。

（２）の取り組み状況ですが、①公表の時期

は、議会への予算議案説明を行いました本年２

月９日に予算要求の状況、予算案をあわせて公

表しております。②の公表内容ですが、予算要

求額及び予算計上額について、部局別、性質

別、款別の状況を公表しております。また、個

別事業につきましては、当初予算案の概要につ

いて、いわゆる白パンフに記載されている重点

施策、重点推進事業について公表しておりま

す。③の公表方法ですが、県庁ホームページへ

の掲載により公表しております。なお、具体的

な公表内容につきましては、別冊で「平成21年

度当初予算編成過程の公表について」という資

料をお配りしております。

（３）の今後の課題としましては、平成21年

度当初予算で初めて公表を行ったところであり

ますので、今後、公表を継続する中で、他県の

事例等も参考にしながら、県民にわかりやすい

公表のあり方についても、検討を進めていく必

要があると考えております。
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（４）では他県の公表状況についてお示しし

ておりますが、予算要求状況について、要求総

額を公表している県が20県、そのうち査定状況

を公表しているのが７県でございます。個別事

業の概要につきましては、主な事業のみ予算要

求額を公表しているのが14県、そのうち査定状

況を公表しているのが６県、すべての事業につ

いて予算の要求状況、査定状況とも公表してい

るのが２県というような状況になっておりま

す。

次に、２ページをお開きください。経費節約

奨励システム、いわゆるメリットシステムにつ

いてであります。（１）の趣旨ですが、当該年

度の予算執行において、対象となる経費を削減

した場合に、その一部を翌年度の予算に計上で

きるインセンティブを与えることによりまし

て、経費の節減に対する意欲を高めるものであ

ります。

（２）の取り組み状況ですが、①の対象経費

につきましては、旅費、需用費、役務費、使用

料及び賃借料、備品購入費でありまして、②の

計上方法につきましては、２月補正の段階にお

いて、過去３年間の２月補正での対象経費の平

均補正額を超えて減額した場合に、その超過額

の２分の１を各部局の連絡調整課の調整事務費

に需用費として計上するものであります。平

成21年度につきましては、全部局の合計で1,800

万円をこのメリット分として上乗せしておりま

す。

（３）の課題といたしましては、この制度も

平成21年度から導入したものでございますの

で、毎年の経費節約を確実に進めるため、職員

の意識を高めるとともに、この取り組みの着実

な実施を図っていく必要があると考えておりま

す。

（４）他県の状況については、仕組みや対象

経費など少し違いがあるようですが、本県を含

む11県が何らかの形で節約した経費の一部を翌

年度の予算要求枠等に加えて計上するメリット

システムを導入しております。

次に、３ページをごらんください。予算の枠

配分方式についてであります｡（１）の枠配分方

式の定義でありますが、予算編成に当たって、

部局ごとにあらかじめ一定額の予算枠を配分し

て、その範囲内で予算要求が行われれば、原則

として個別事業の査定は行わない方式というふ

うに認識しております。

（２）の効果といたしましては、メリット、

デメリットそれぞれあると考えられますが、ま

ず、メリットといたしまして、１つ目に、各部

局が主体的に予算編成を行うことで、事業の廃

止、新規事業への配分に柔軟性の向上が期待で

きるという点、２点目に、各部局の自立性、自

主性が重要となることから、財政状況や事業コ

ストに対する意識が向上するという点などが指

摘されております。その一方でデメリットとい

たしましては、１点目に、あらかじめ枠を配分

してしまうので、県全体から見た優先度や緊急

性の観点からの審査機能が働きにくいという

点、２つ目に、部局の高い自立性、自主性が保

たれない場合、スクラップ･アンド･ビルドが行

われず、予算が硬直化しやすいという面がある

点、３つ目に、部局間での調整機能が働きにく

くなるという点、４つ目に、枠外での要求がさ

れることも多く、結果、一件審査、個別審査す

ることになってしまうという点などが指摘され

ているところであります｡

（３）の課題としましては、予算編成方式に

つきましては、現行方式との比較・検証等を行

いながら、よりよい予算編成の点から、引き続
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き検討や改善を図っていく必要があると考えて

おります。

（４）の各県の状況としましては、主として

いわゆる枠配分方式による予算編成を行ってい

る県は４県、本県のように枠配分と一件審査の

組み合わせによる予算編成を行っている県は25

県という状況であります。枠配分対象経費は、

経常的経費や公共事業費など予算の一部が枠配

分の対象となっており、その対象や割合は団体

により異なっている状況であります。また、枠

配分した枠内の事業についても、制度改正に伴

うものや後年度負担を伴うものなど、内容に

よっては一件審査、いわゆる個別審査を行う県

が組み合わせ方式をとっている25県のうち22県

であります｡

４ページをお開きください。（５）の本県の

状況でありますが、本県におきましては、現在

の予算編成においても、新規・改善事業や公共

事業については、各部局への枠配分方式をとっ

ておりまして、枠配分方式と一件審査等を組み

合わせることによりまして、より機動的な予算

編成に努めているところであります。以上であ

ります。

○桑山行政経営課長 本県の出先機関の現状等

について御説明させていただきます。

資料の５ページをごらんいただきたいと思い

ます。本県の出先機関の現状等についてという

ことで、本県の現状と総合事務所化のメリッ

ト、デメリット等について、御説明をいたしま

す。

まず、１の本県の主な出先機関の設置状況で

ございますが､本県では、②にありますように、

西臼杵支庁が総合事務所の形態となっておりま

して、そのほかは①にありますように、部門別

に単独事務所の形態をとっております。表にご

ざいますように、土木事務所が最も多くて10事

務所、そのほか県税・総務事務所、保健所、農

林振興局、これらが従来からの郡の圏域を基本

とする７つあるいは８つの地域分けに対応する

ような形で６から８の事務所となっておりま

す。ほかに福祉関係の福祉こどもセンター、児

童相談所、こういった組織は所管区域の広域化

が進んでおり、３事務所という状況になってお

ります。それから、港湾事務所ですが、海岸部

に設置が限られることで３事務所というふうに

なっております。

これを表にしたものが資料の７ページでござ

います。一番左に地区名、上のほう右側に各事

務所、種別に分けております。左端に従来から

の地域分けであります７地区記載しております

が、その横に区域内の市町村を記載しておりま

す。市町村合併の進展に伴いまして、北諸県は

１市５町から１市１町の２自治体ということに

なっております。南那珂につきましても、２市

２町から２市という２つの自治体、東臼杵につ

きましては、北部、南部、延岡地域と日向地域

に分けた場合には、北部の方は延岡市と北浦、

北川、北方とあったわけですが、これが延岡市

のみというふうに合併が進んで各区域内の市町

村の数が減少してきているところでございま

す。これに対応する県の出先機関の配置につき

ましては、先ほど申し上げましたように、県

税・総務事務所、保健所、農林振興局、これが

県北地域、東臼杵、西臼杵の管轄は幾らか異

なっておりますけれども、６つから８つの配

置、それから土木事務所、南那珂、中部、児湯

での複数配置という状況で10事務所、それから

福祉事務所、福祉こどもセンターと児童相談所

は３ないし４の配置ということになっておりま

す。
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また５ページに戻っていただきたいと思いま

す。このような単独事務所のメリットといたし

ましては、①の表の一番右に記載しております

けれども、それぞれ専門の部門ごとに設置され

ておりますので、事務処理あるいは意思決定が

迅速である、あるいは専門分野を所管する本庁

の各課等との連携がとりやすい、また総合事務

所を設置した場合と比較いたしますと、組織の

規模が小さく組織管理が容易であるといったよ

うな点が挙げられようかと思います。次に、②

の総合事務所でございますが、御承知のとお

り、西臼杵支庁がそうなっております。昭和25

年に当時の地方事務所を組織改正して設置され

ております。その後、昭和51年に税務事務の延

岡県税事務所への移管などを経まして、現在、

所管分野という欄に記載する部門を設置・所管

しております。支庁のメリットといたしまして

は、総務部門の集約により、組織の簡素効率化

が図られている点が挙げられようかと思いま

す。実際、支庁においても、昭和57年に支庁内

の庶務、経理、工事契約関係の事務の集約化を

図ったところでございます。

次に、２の全国の総合事務所設置の状況でご

ざいますが、本年４月１日現在で全域にわたっ

て総合事務所制を導入しているところが22、一

部の地域で総合事務所を導入しているところが

本県を含めまして６、全く導入していないとこ

ろが19という状況にございます。最近の動きと

して、21年度で見直しを行った県の状況を米印

で一番下に記載しております。長崎県が一部か

ら全域に総合事務所制を拡大する一方、茨城県

など４県が総合事務所制を廃止しております。

この廃止の理由といたしましては、市町村合併

の進展に伴いまして、総合事務所の管轄する区

域内の市町村が減少した、これによりまして二

重行政といったような状況が生じたことなどに

よるものでございます｡

次の６ページをごらんいただきたいと思いま

す。３の総合事務所のメリット、デメリットに

ついてでございますが、総合事務所を全域に導

入した県におきましては、行財政改革の観点か

らの複数の事務所統合による管理業務等の集

約、あるいは住民にとって相談や申請等の窓口

が１カ所に集約されることによる住民サービス

のワンストップ化などを主な目的とされている

ようであります。本県について、次の７ページ

にあるような現在の出先機関の配置状況を前提

といたしまして、本県で総合事務所制を導入す

ることとした場合のメリット、デメリット等を

下の表に整理したところでございます。

まず、機能面につきましては、メリットとし

て、所管する地域における各行政分野の総合調

整機能が強化できるということが挙げられま

す。一方でデメリットとして、次のページの７

ないし８の地域で総合事務所設置を前提とした

場合、市町村合併によりまして１つの事務所が

１あるいは２の市町村の区域しか所管しないと

いうケースが生じてまいりますので、総合調整

機能というメリットはむしろ薄れてしまいまし

て、県と市町村との二重行政の弊害が生じるこ

とが一つ懸念されます。また、福祉事務所ある

いは土木事務所など各部門によりまして、所管

区域が現状で大きく異なっておりますので、７

ないし８つの地域でそれぞれ総合事務所化を

行ったとした場合には、すべての事務所に同様

の機能が与えられないといった状況も生じてこ

ようかというふうに思っております。

次に、組織面でございますが、メリットとい

たしましては、各出先機関に共通して存在する

管理業務など類似の業務を集約することにより
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まして、効率的に業務を執行でき、これにより

まして職員数の削減あるいは管理費等の節減が

可能になるということが挙げられようかと思い

ます。一方でデメリットといたしましては、組

織が大規模になることで、意思決定のおくれと

か、あるいは人事・組織管理上の問題が懸念さ

れるところであります。また、総合事務所の中

の長の指揮命令系統とは別に、例えば内部組織

の中に県税部門があるとした場合には、課税で

あったりとか徴収であったりとか専門技術的な

部分につきましては、直接本庁の税務課なりか

ら指導を仰ぐという状況が考えられますけれど

も、そうなりますと、総合事務所の内部組織の

一部が本庁の各部とも直結する、そういう二重

のルートができるという意味で指揮命令系統が

二元化する、こういった傾向が他県の例からも

見られるところでございます。

それから最後に、その他といたしまして、メ

リットの欄でありますが、１つの総合事務所に

多様な業務を集約することで市町村や住民との

関係で窓口の一元化、ワンストップ化ができる

ことをメリットとして掲げております。この点

につきまして、本県の現状で考えますと、総合

事務所として集約する範囲を現在の総合庁舎に

入っていない部門、単独事務所で置かれていま

す保健所等々まで広げるといたしますと、分離

庁舎方式という形にならざるを得ないわけであ

りますが、その場合、内部的には書類の持ち運

びや決裁に時間がかかる、そういった意味で事

務効率を阻害する部分が出てくるのではないか

と思います。また、対住民という点からします

と、総合事務所のメリットである窓口の一元化

の実施も、物理的な面でなかなか難しい面があ

ろうかと、このように考えております。説明は

以上でございます。

○丸山委員長 説明は終わりました。御質疑等

ありましたら、御発言をお願いいたします。

○十屋委員 メリットシステムのところと予算

枠配分で２つほどお聞きしたいんですけれど

も、調査したところでは、対象経費の部分が

もっと拡大していたところがあるんですが、そ

して２分の１ではなくて、節約した分は翌年度

に全額回すと。一度これを廃止というか、なく

したときに、前に戻したら節約しなくなったと

いう職員さんの声も聞いたんですよ。そういう

いろんなものがあるんでしょうけれども、当然

として、２分の１というのではなくて、節約し

たものを丸々次年度にまた事業として生かして

いくという考え方というのは、私も前に一回質

問したことがあるので、そのあたりは全然検討

されなかったんでしょうか。

○西野財政課長 どれだけの経費節減分を翌年

度に加算するかということについては、御指摘

のとおり、各県によって状況が違いまして、各

県の調査結果を見ますと、約半分ぐらい、10

県、本県を入れて11県ありますけれども、その

うちの７県、ほとんどの団体が２分の１を翌年

度に加算して計上を認めるというシステムとし

ているところであります。各県によって考え方

は違うところでありますが、大前提としまして

は、各県において当該年度の予算を執行してい

く中で、それが本当に努力して、工夫をして節

減した結果残ったものであるのか、それか単に

不要だったのか、見込み方が甘かったのか、な

かなかそういった積極的な節約によるものなの

かということが見えにくいということが一点と

してあると思います。財政状況、厳しい折でも

ございますので、そういった節減額を捻出した

場合、基本的に収支不足の圧縮であったり、真

に必要な事業、本県では新規・改善事業等、そ
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ういった全庁的な財源に充てるということも加

味しながら、ただ、職員にもそういった節減の

インセンティブをより強く与えたい、そういう

中での判断として現在のシステムを試行的に導

入しているところでございます。

○十屋委員 その中で調整事務費に関しては、

メリットシステムで節約した分を回すのではな

くて、当初の計画では、たしか、調整事務費は

別枠で立ててやっていたんじゃないですか。メ

リットシステムのこちらの分をこちらに回すの

は、財政的に非常に厳しいというのはよくよく

わかるんですが、各部各課の足りない分という

か、いろんな預け等もあって、その部分で調整

事務費というのが設けられたというふうに認識

していたんですが、メリットシステムで節約し

た分をこちらに回すというのは、この制度を導

入した段階でそういう話だったんですか。説明

がなかったような気がしたんですけれども。

○西野財政課長 御指摘いただきました調整事

務費とメリットシステムとの関係ということに

なろうかと思いますが、まず、調整事務費につ

きましては、不適正な事務処理の検証、それか

ら今後の対策の検討に当たって、なかなかその

年度内には予算で見込みがたい事態が発生する

と、例えばＢＳＥとか鳥インフルエンザとか、

そういったものがあったんだと思いますけれど

も、そういった場合に、ある程度、各部局の連

絡調整課に経費を積んでおくことで柔軟に対応

できるとか、そういったことで一定額を調整事

務費として積み立て……。失礼しました。それ

につきましては、主に備品購入費などを念頭に

置いてやっていたものですけれども、それに加

えて、このメリットシステムにつきましては、

連絡調整課に置く調整事務費ではありますが、

需用費として計上するもので、より使い勝手の

いい事務費として計上しております。そのほ

か、これに加えまして、流用の手続の簡略化を

しておりまして、そういった一連の対策によっ

て不適正な事務処理が二度と起こらないような

対応、それから職員への経費節減のインセン

ティブを与える、そういう目的を図っていると

いうことでございます｡

○十屋委員 最初には不適正な事務処理の関係

で調整事務費が設けられて、その枠があって、

それプラス、メリットシステムで浮いた分がそ

こに加えられるのか。言いたいのは、メリット

システムによって節約した分が各課によってで

こぼこが出てくるんですね。だから、その調整

事務費のあり方の根本的な考え方は、不適正な

事務処理があったというところにあって、その

後にこのメリットシステムが入ってきて、それ

に上乗せして需用費として使っていくという考

え方なのかというところをお聞きしたいんで

す。

○西野財政課長 メリットシステムによります

加算は、調整事務費にさらに上積みするもので

ございます。調整事務費につきましては、各部

局、50万から100万という一定の額を計上してい

るところですが、それに加えて、メリットシス

テムは各部局の経費節減分と過去との比較をし

まして、各部局に経費節減した分だけ算式によ

りまして計上しているということでございま

す。この対策につきましては、不適正な事務処

理の全庁調査の報告の中で調整事務費、それか

らいわゆるこのメリットシステム、両方とも今

後の対策として示したところでありますが、メ

リットシステムについては、当該年度の補正

額、経費節減の努力が見えないと翌年度からど

れだけ計上するかというところが見えないとい

うことで、まず調整事務費のほうから計上した
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という、そういった経緯があると。

○鳥飼委員 関連して、せっかく調整事務費の

ところが出ていますので、確認なんですけれど

も、メリットシステムを適用する対象経費もこ

こに書いてございますが、これは事業単位とい

うことで考えればいいんでしょうか。それと

も、例えば課単位とか、そこを御説明いただき

たいと思います。

○西野財政課長 調整事務費といいますのが、

各事業でもありませんで、連絡調整課というこ

とで部局単位で管理していただくものとしてお

ります。

○鳥飼委員 メリットシステムを適用する対象

です。

○西野財政課長 あくまで部局全体でどれだけ

経費節減したか、それと過去の実績との比較を

して、各部局ごとに計上・管理していただくも

のということとしております。

○鳥飼委員 例えば、県民政策部で中山間地域

集落点検モデル事業というのが819万6,000円と

いうことで、去年の査定ではなっておるんです

けれども、２番目に「いきいき集落」応援事業

というのが350万と例が出ておりますけれども、

そういう事業ごとではなくて、県民政策部単位

で旅費とか需用費とか、そういうものをトータ

ルした部分で計上しますという御説明があった

と思うんですけれども、先日、決算特別委員会

がありまして、旅費についてもかなりの額が不

用残ということで出されているんですけれど

も、不用残との関係はどういうふうに考えれば

いいんでしょうか。

○西野財政課長 不用残となった背景にはさま

ざまなものがあろうかと思います。例えば、予

算要求段階においては、どれだけ旅費等が必要

かというのがなかなか把握しがたかったという

ようなものであったり、入札をしてみたら、実

はより安価で済むような形での提案が行われ

た、あるいは既存の事業と似たような目的で、

同じような出張とかで政策目的が達成された、

いろいろなことで経費節減を図られるというこ

とがあろうかと思います。そういった経費節減

は経費節減として、個別に政策評価なり決算な

りを見ていく、翌年度同じような事業が行われ

るとすれば、当然、我々もそういった状況も加

味しながら審査させていただいているところで

あります。加えて、個々の事業の積極的な経費

節減のみではなかなか翌年度の予算につながる

ような、そういった経費節減のインセンティブ

というのがもう少しあったほうがいいんではな

いか、そういったことで、さらなるインセン

ティブを与える策として、このメリットシステ

ムということを事業ごとではなく、各部局単位

で過去の実績をもとにやっていただいていると

ころでございます。

○鳥飼委員 不用残となる場合というのは、あ

る事業を想定していても、例えば入郷のある町

でその事業が実施できなかったというものは、

不用残となってくるだろうと思うんですけれど

も、それ以外にも、事業を実施しても、いろん

なやりくりの中で不用残になっている部分があ

るから、もっとメリットシステムの中に援用と

いいますか、適用している部分というのはもっ

とあるんではないかなというような感じがする

んですけれども、そこら辺についてはどんなふ

うに考えておられますか。

○西野財政課長 個々の事業単位ではさまざま

な事情、さまざまな努力によって経費節減とい

うのが図られていくだろうということでござい

ますが、そういったものをトータルで促進して

いくような意識づけをしていく、目的の半分は
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やはり意識づけというところに出てこようかと

思いますが、そういったことで、こういった仕

組みがまずは定着して意識の高揚が図られるよ

うに努めてまいりたいというふうに考えており

ます。

○十屋委員 枠配分方式についてお尋ねしたい

んですけれども、いわゆる部長マニフェストと

いうのがあるわけですね。それを実行していく

ためには、ある一定、部長の予算の確保という

か、そういうのと、それぞれの部局が財政課の

査定を受けて積み上げていくんでしょうけれど

も、そういう中で部長マニフェストを実行して

いくことを考えたときには、枠配分方式のほう

がより実効性あるものになるんじゃないかなと

いう思いが一つと、それからもう一点は、メ

リット、デメリットがあるんですが、先ほどの

メリットシステムもそうですが、職員さんの意

識の向上というところが大きな着目するべきと

ころだと思うんです。デメリットのところでい

うと、１と２のところは、職員さんというか、

部長マニフェストと部局の審査機能というか、

県全体から見て優先度や緊急性とか、これは一

番部局がわかっているんじゃないかなというふ

うに思うんですね。ましてや、スクラップ･アン

ド･ビルドが行われずと書いてありますけれど

も、それは当然、それぞれの所管部課を信用し

てきちんとやっていただくというのが大前提に

あれば、ここのデメリットの部分は、各組織が

もっと信頼関係で結ばれていくことで解決する

んじゃないかなというふうに思うんですけれど

も、そのあたりはどのようにお考えなんです

か。その２点について。

○西野財政課長 枠配分方式ということでメ

リット、デメリットを掲げさせていただきまし

たが、まず、部局長マニフェストとの関係につ

いての御指摘ですけれども、確かに、部局長マ

ニフェストというのは、各部局においてその年

に実現したいこと、そういったものを数値をあ

わせて掲げられていると、そういった点で、そ

の部局にとって課題をどう達成していくかとい

うのが非常にわかりやすく示されているという

ことだと思います。そういったことで、じゃ、

その予算措置をどうしていくのかということに

ついては、確かに、その部局に一定の枠を与え

て、その中でやりくりをしていただくというこ

とでも対応が考えられるところですけれども、

結局、枠配分方式と一件審査、これにつきまし

ては、本県におきましても、両方の利点をあわ

せ持ったシステムをとっているというふうに考

えておりまして、全くすべて枠で任せて、後は

だれも関与しないというところは実際にはほと

んどないというふうに認識しております。

どういう本県のシステムになっているかとい

うと、枠配分と一件審査の組み合わせというこ

とですけれども、各部局が、例えばこれを必ず

やりたいという課題があるといたしますと、ま

ず、その部局に与えられた要求限度額の中でど

うやりくりをしていくかという中ですけれど

も、まず要求限度額の範囲内で要求をしていた

だく、その中で、さすがに各部局に一律に限度

額の考え方を設定するというのも、部局によっ

ては政策課題が多過ぎでなかなか対応できない

ということもあろうかと思います。そういった

中で考えられますのが、その要求枠の中であれ

ば、当然、各部局が自由に事務事業見直しなど

によって組みかえる形で要求を行うことは十分

可能なシステムになっておりますし、さらに、

課題の大きいところについては、いわゆるイン

センティブ枠というのを与えておりまして、年

度途中で積極的に廃止であったり見直しを行
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う、それにつきましては、その予算の要求範囲

内でより要求枠を積極的に活用できる、要求枠

については一般財源で我々把握しておりますけ

れども、一般財源を３分の２に圧縮する、例え

ば1,500万の事業をやりたいということであった

ら、本来、一般財源1,500万を要求する場合に

は、1,500万を要求限度額にちゃんとカウントし

なければいけないところを、３分の２の1,000

万、つまり、枠がより広がるというような形に

しておりまして、そのようなまず事務事業の見

直しによって積極的にその枠の中で見直すこと

ができるということ、それからインセンティブ

枠を積極的に活用すること、そのことによりま

して、まず、要求段階でも実質的に枠配分と同

じような機能で予算要求を行っていただいてい

ると。それに加えて、例えば公共事業とか、そ

ういったもので枠配分ということを活用してい

るということで、この資料にありますメリッ

ト、デメリット、両方を加味したシステムで対

応できているのではないかというふうに認識し

ております。

○十屋委員 わかったような、わからんよう

な。なかなか理解ができなくて済みません。大

体毎年予算要求のときに概算要求の中で出てき

て、インセンティブ枠というのも説明を受ける

んですけれども、そのあたりはちょっと整理し

てみたいと思います。

○井上委員 毎回新年度予算を見せていただく

と、前の予算とそう大差がなくて、印象とし

て、それが非常に継続的な思いみたいなのがあ

るわけですね。前回、私は、中山間地域対策の

ところの委員会とかにいて思っていたんですけ

れども、各部が同じような予算、細かく切った

予算というのをたくさん持っているんですね。

ですから、先ほど十屋委員からも出たように、

枠配分という感覚からしたときに、本当に予算

が、お金を使った分が効果的に出てくるかどう

かというのが、そこはどこがどんなふうにやる

のかなと。政策的効果が本当にあらわれてくる

ような予算の配分になっているのかどうかとい

うのが疑問があるわけです。

デメリットのところに部局間の調整機能が動

きにくくなるとかというのもありますが、全体

的に言うと、予算の政策的効果があらわれるの

に、毎年、どこの部はこれだけ、どこの部はこ

れだけ、どこの部はこれだけみたいな、そうい

うことで本当にいいのかどうかというのが

ちょっと疑問があるんです。それと、先ほど見

せていただいた当初予算の編成過程の公表につ

いてというこの実際の査定の状況を見ると、査

定が本当に働いているものかどうかというのも

疑問があったりするわけですけれども、知事が

持っている長期計画も含めて、それから、枠配

分という言い方の中で政策的効果があらわれる

と考えていいのかどうか、そこをお聞かせいた

だきたいと思います。

○西野財政課長 まず、枠配分について、委員

から、毎年各部の予算を見ているとかわりばえ

がしないというような御指摘があったかと思い

ますが、かわりばえというのが極めて主観的な

ものかとは思いますけれども、実態として見ま

すと、本県の歳出全体の約半分がまず人件費や

公債費、扶助費等の義務的経費で占められてい

ると。それプラス、法律で事務事業の実施が義

務づけられていたり、あとは標準的な財政需要

としてどの団体もこれぐらい取り組むであろう

というものが大半であると。その中で、毎年、

政策課題に対応するために新規・改善事業を中

心に、各部局で当面の課題に対応するための予

算ということで、かなり工夫を凝らして効果的
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な予算を要求されているんではないかと。その

上で我々も審査させていただいているところで

すけれども、したがって、各部局で基本的には

事務事業の見直し等によって自由に要求限度額

の範囲内で予算要求できる。その中ではやはり

各部局がまず、より効果的な事業、予算の使い

道を考えていただいた上での要求になっている

と。さらに、客観的な目で我々も審査させてい

ただいているというところが実情なのかなと思

います。

また、２点目の編成過程の公表について、恐

らく御指摘は、主な事業について査定率という

のが、ほとんど査定されていない形で示されて

いるんじゃないかということだと思います。こ

れにつきましても、理由は主に２つありまし

て、義務的経費というのが大半を占めるという

こと、それから、予算要求の前段階におきまし

て、夏の間に事務事業の見直しということを各

部局がまとめ上げて、さらに我々も精査させて

いただいているところですけれども、その予算

要求の前段階である程度不要なものであると

か、そういったものについて整理をした上で、

それから真に必要なもののみが予算要求されて

いるということで、結果的にそのまま査定率と

いうのが90数％というような形になっていると

いうふうに考えております。

○井上委員 予算に対して私たちも常々、目を

引くと言ったらおかしいんですけれども、今、

県政が何を課題としているのか、例えば雇用で

あったりとか、景気の浮揚であったりとかとい

う、それが予算の中に明確に出てくるようなポ

イントがあるといいなと思うんです。例えば、

公共事業が今、ダウンしていて、経済的に底が

冷え込んでいてというのなんかも含めて、こう

した結果こうだという、枠配分方式のほうが、

メリットが２つでデメリットのほうが４なんだ

けれども、宮崎県にとってみれば政策的効果も

含めて枠配分方式のほうがいいんだという説得

力のある何かがあるんですか。そこを聞かせて

ください。

○西野財政課長 我々としては、枠配分方式に

ついて部分的に導入しているところでありまし

て、その中で例えば政策的経費についても、自

由に要求限度額の範囲内で組みかえることがで

きるという意味では、広い意味では枠配分だと

言えるかと思いますし、また、そういった中で

インセンティブ枠というのも十分に活用してい

ただきながら、その枠を十分に効果的に使った

予算要求ができるシステムになっていると思い

ます。

最初に御指摘のありました、どういう方向

性、特に何に重点的に使われているかというの

が結果的にわかりやすいかどうかということに

つきましては、毎年度、予算編成に当たりまし

て、重点施策ということで対応しております。

雇用につきましても、また、医療、子育て支援

等につきましても、そういった形でそれぞれ重

点課題に沿った重点的な事業、そういったこと

を集約して、いわゆる白パンフレットの中でも

整理して御説明させていただいているところで

ございます。

○井上委員 最後ですが、宮崎は枠配分と一件

審査の組み合わせにより予算編成を行っている

県、25県の中の一つですね。一方ではメリット

システムというのを導入しているんだというふ

うに言っているわけですね。だから、これは私

の意見ですが、非常に中途半端な感じがするわ

けです。本当にメリット方式でシステムをちゃ

んと活用してその効果を大にするんだったら、

また別の予算編成の方法というのもあってもい
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いのではないかというふうに思っているわけで

すが、今、中途半端と言えば中途半端ですが、

枠配分と一件審査の組み合わせによる予算編成

が宮崎県にとっては一番いいのだということで

しょうか。

○西野財政課長 現時点では、枠配分との関係

については、本県がとっております枠配分と一

件審査の方式との組み合わせ、さらにその一件

審査をとる中でも、要求限度額の中でインセン

ティブ枠の活用などを積極的に、その枠を十分

に活用できる、そういったやり方というのがこ

れまでの試行錯誤の中でたどり着いた状況です

けれども、当然、その状況によっては、全庁的

に、国から基金が来て、雇用対策のようにそれ

をうまく活用していかなきゃいけないという課

題が出てきたり、それから、政権交代によって

これから国の事務事業というのが大きく動こう

としている、そういった中で適切な対応もとっ

ていかなければならない、そういった状況の変

化もありますし、また他県の動向等もあります

ので、そういった状況も勘案しながら、今後、

よりよい編成のあり方について検討してまいり

たいというふうに考えております。

○緒嶋委員 宮崎県の場合は、いずれにしても

財政構造は厳しいわけで、その中で義務的なも

のはここ10年変わらないわけですね。予算がか

つては7,000億を超したのが、今は5,600億ぐら

い。1,400億円も減ったわけです。何が減ったか

というと投資的なものが減ったわけですね。県

民が期待するのは投資的というか、経済効率の

上がるようなことをやってくれと言うけれど

も、いわば1,500億円財政は減ったけれども、義

務的なものもそれを同じように減ればいいけれ

ども、全然減っていないわけでしょう。その中

で予算編成をいろいろ言っても、特徴ある予算

編成は限界に来ておるということではないんで

すか。どうですか。

○西野財政課長 御指摘のとおり、予算編成に

当たっては、当然、財政も厳しくなってくれば

くるほど、より徹底した見直しというのを毎年

重ねてきているというところでございまして、

本当に第１期の財政改革、それから第２期の財

政改革、今、進行中ですけれども、そういった

中で、御指摘の投資的経費、人件費等につきま

しても、経常的経費につきましても、当然厳し

い見直しを行ってきているところでございま

す。その結果、今の形としては非常に弾力性の

乏しい硬直的な、ほとんど義務的経費及びそれ

に準じるような、余り裁量の余地がない、そう

いったところが非常にウエートが高いと。ほと

んど裁量の余地がないような部分かと思いま

す。そういった中で、やはり、毎年毎年起こる

政策課題、中長期的に対応すべき課題について

は、できるだけ財源を捻出しなければいけな

い。その中で事務事業の見直しとか、積極的に

経費を見直しながら、予算要求の中でも積極的

に事務事業を見直して、インセンティブ枠を活

用していただけるような、そういった形で進め

ていかなければならないというふうに考えてお

ります。

○緒嶋委員 そういう状況の中では、言われた

とおり、各部ごとの調整能力というか、金がな

くても特徴ある予算をどう組むかということが

県民に対するアピール力にもなるわけで、その

あたりが弱いと思う。それとともに、各部ごと

に配分を決めると言うけれども、各課の配分と

いうのは、投資的なものを含めてどうなるわけ

ですか。

○西野財政課長 基本的に各部局ごとに要求限

度額を設定して、その中で要求をしていただく
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ということで、各部局ごとにそれぞれ対応して

いただいているというのが実情かと思います。

一方で、例えば各部局の中で言いますと、それ

ぞれの課が懸案を抱えていて、なかなかある特

定の課に重点的に配分することができない、そ

ういった実情も一方ではあると。その中で各部

局、うまくやりくりをしていただいている、そ

ういった状況かと思います。

○緒嶋委員 ここに書いてある効果のメリッ

ト、デメリットを十分調整しながら政策を決め

ていかなければ、じり貧のことで、声高にこの

重点施策でやっておりますと言っても、実態は

それに伴っておるのかどうかというのが我々は

心配なわけですね。そこ辺を含めて調整能力、

特に政策本部というようなところもあるわけで

すから、組織的なものも機能しておるかという

のが我々の目から見ると十分でないと言わざる

を得ないということです。

また、出先の組織等についても、いろいろと

メリット、デメリット書いてありますが、県は

将来どうしようと考えておられるんですか。

○桑山行政経営課長 総合事務所化についての

考え方ということでよろしゅうございましょう

か。きょう、御説明いたしましたのは、県内お

おむね７地域、８地域で区分されて出先機関が

設置されております。それぞれの地域に７つな

いし８つの総合事務所を設置した場合というこ

とで申し上げております。今回申し上げた中の

デメリットの一つとして挙げております、７

つ、８つ設置した場合の１つの総合事務所の所

管市町村数が少ないということによる市町村と

県の二重行政による弊害という問題、資料の５

ページの４県、二重行政の弊害があるというこ

とで総合事務所制を廃止したところがございま

すが、これが一番大きな課題であると。という

のは、住民に身近な行政は基礎自治体である市

町村が担当して、県は市町村の補完であったり

とか、あるいは複数の市町村にまたがる広域的

な業務を担うということからすると、やはり大

きな弊害かなと思っております。こういうこと

から仮に総合事務所を検討の俎上にのせるとす

れば、今の７つとか８つとかいう区域を前提と

しない、それを白紙に戻して総合事務所化とい

うのを考える、そういったことも本県に当ては

めれば必要になるのかなと、そういった思いを

持っております。

○福田委員 出先機関の統廃合の問題です

が、10数年前に岡山にちょうど始まったころに

行って、また今度行ったんです。岡山はさらに

進んでおるんです。皆さん方が提出していただ

いた資料を見ますと、これは随分後ろ向きだな

という感じを受けたんです。私は、久しぶりで

したから岡山県の現地で質問をしました。正直

言いまして、答えは、やっていけないからとい

うことでしたよ。本県、単独事務所でやってい

ける自信や財政状況であれば、私はやっぱり今

のままがいいと思いますけれども、恐らく本県

も岡山県と同じように厳しいと。岡山の地図を

見ましたら、太平洋岸から日本海側までありま

して、岡山と倉敷両市で人口の半分以上。宮崎

と一緒で広いですが、県の日本海側はほとんど

過疎地域ですね。今回の事務所統合では３事務

所になっています。人口が200万県ですよ。そう

いうような状況でありますから、本会議でも総

合事務所の問題、この10年間の間に随分各議員

が質問されていましたが、取り組む時期に来て

いるんではないかなと。７つで総合事務所をつ

くれということを言った議員はいないと思うん

です。もっと効率的な、今、そういう環境下に

ある。今度、この委員会が佐賀、鳥取、島根、
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岡山に行きましたね。本県よりも人口が多いの

は岡山だけでしたが、本当、行財政改革、真剣

にこの問題、いろいろ取り組んでいますね。そ

ういう面では、私の危惧に終わればいいんです

が、いささか我が県はその感覚が弱いんではな

いかなという心配をいたしました。いかがです

か、行政経営課長。

○桑山行政経営課長 本県におきましては、総

合事務所制という形にはなっておりませんが、

例えば出先機関、総務事務の一元化であると

か、本庁においても総務事務センターの設置と

か、可能な部分から行革への取り組みというの

は続けているところでございます。岡山県につ

きましては、平成17年度以前は９つの地方振興

局があったと。これを平成17年度以降、３県民

局、６つの支局、21年度からは３県民局という

ような形で、行革、組織の統廃合を主に置い

て、17年の岡山県の資料によりますと、こう

いった再編によりまして、職員数の340人程度の

純減、そして額にして50億円程度の経費節減効

果があるということでございます。ということ

で、行革を大きな目的の一つとして取り組んで

おられると認識しております。

総合事務所制のメリットといたしましては、

組織の簡素効率化、行革の視点、県民サービス

の向上、地域における企画立案機能の強化、こ

ういったことを総合的に考えていく必要がある

と思いますので、今後とも、そういった３つの

視点を頭に置きながら、組織のあり方は検討し

ていきたいというふうに思っております。

○福田委員 具体的な例を申し上げますと、今

年度、農林振興局の傘下に農業改良普及セン

ターも持ってこられましたね。これなんかは形

式上、機構上ではそうですけれども、実質的に

は簡素化になっていないんですね。県民、農家

サイドからすれば農林振興局と農業改良普及セ

ンターは、入れ物のことを言われると別です

が、本来ならば１カ所にあったほうが、極めて

ワンストップサービスの機能に近い利便性を得

ることができる。

それから、あえてこの前、宮崎市の話も聞き

ましたが、宮崎市、今度合併して40万都市にな

りますね。宮崎県の人口のかなりの部分をこの

１行政で占めるわけですが、そうしますと、県

行政と市行政の中に二重行政が生じてくる可能

性があるんですね。この辺も、市町村合併の機

会をとらえて、大いに組織の見直しをされない

と、先ほど緒嶋委員からありましたように、行

政管理費というのはずっと一定ですから、わず

かでも増嵩するんですね。その中で予算が圧縮

される。そうすると行政投資というのはわずか

ですね。いわゆる自活をするのがやっと、そう

いう感じになってきていますから、その辺は執

行部の皆さんも、議会もですが、大いに改革、

改善をやっていく必要があるなということを今

度の視察を通じまして……。私たちは簡単に考

えていました。あの小さい県で大したことはな

いだろうと。やることが大胆だなと感じました

ので、一言、発言をさせていただきました。

○緒嶋委員 振興局、土木事務所が同じ建物の

ところが何カ所かありますね。そこあたりの各

総務部の仕事は、土木事務所の総務的なもの、

農林振興局の総務的なものは別々に機能してお

るわけですか。そこ辺はどうなっております

か。

○桑山行政経営課長 例えば工事の契約であり

ますとか、そういったところにつきましては、

土木事務所なり農林振興局なりに必要な職員も

おりますけれども、旅費、あるいは物品の発注

とか、そういったいわゆる総務事務といいます
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か、各出先機関で共通的な部分のみを取り出し

て、かつて県税事務所のところに総務事務をあ

わせて持たせまして、今、県税・総務事務所と

いうような形で一元化を図っているところでご

ざいます。

○緒嶋委員 私は、西臼杵の場合は総合事務所

がうまく機能しておると思っているんですね。

だから、振興局と土木事務所が一緒になるこ

と、名称だけでも最初、総合事務所に変えたら

どうですか。そして、その中で改革をもう一歩

進めるという手法はできないものかどうか。同

じ中に長が何人もおるじゃないですか。統廃合

する前に、一つの長にして、部長級がトップに

つくとか、そういうような一歩一歩行くよう

な、そういう方法もできないのか。

○桑山行政経営課長 おっしゃるような点で、

県によって総合事務所としている範囲が、すべ

てを網羅的にやっているところと、そうではな

くて、例えば大分は農林と商工だけやってい

る、土木事務所は相変わらず土木事務所のまま

で存在しております。いろんなやり方があると

思いますので、おっしゃるような点も含めて、

今後の検討の視点とさせていただきたいと思い

ます。

○徳重委員 総合事務所のことについてお尋ね

してみたいと思いますが、総合事務所、今回も

視察をさせていただきましたが、各県、これを

できるだけ統合していく、廃止していく、合理

化していくというような形で進められておりま

して、全国的にも、ここにありますように、一

部、宮崎県を含めて６県と、19県が導入してい

ないというようなことで、その動向というんで

すか、過去のここ２～３年の流れとして、市町

村合併が進んでいる中で総合事務所の廃止とい

うか、統合というか、そういったものが進めら

れている流れというのはどういう状況なんです

か。

○桑山行政経営課長 正確な資料は持ち合わせ

ておりませんけれども、以前は全域で総合事務

所制を導入しているところが半数を超えておっ

たと思います。ただ、今回の４つの県の例に見

られますように、市町村合併が、本県はもとも

と市町村が少ない県であった中で減少はしてお

りますけれども、ほかの県では、例えば岡山県

であれば78あった市町村が27というような減り

方をしております。こういった急速な市町村合

併の進展の中で、やはり二重行政の弊害という

ような点で、傾向としては、全域で総合事務所

制の県が幾らか減る傾向かなというふうに思っ

ております。

○徳重委員 宮崎県の場合、西臼杵支庁がある

わけですが、ここにもかなりの職員の方がい

らっしゃるわけで、３町で１つの総合事務所と

いう形ですが、宮崎県全体を見ても最も少ない

状況の中でこの支庁を維持する。あるいは延岡

市を引っくるめた県北のそうした形の中での統

合をしていくことによって、私は十分賄われる

んじゃないかという気がするんですね。今、御

案内のとおり、時間は若干かかったにしても道

路は非常に整備されているという状況の中で、

あるいはいろんな情報機関も整備されている中

では、これも十分できるんじゃないかなと。

我々の都城圏域でも１市５町、土木事務所ある

いは振興局があってしっかり機能しているわけ

です。ここ辺のところで総合事務所についての

改革というんですか、統合というか、そういっ

たことについての検討をされたことはないんで

すか。

○桑山行政経営課長 西臼杵支庁に関して申し

上げますと、交通事情は随分改善されたとはい
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え、やはり延岡市から高千穂まで50分から１時

間ぐらいかかると。そこから例えば福祉関係、

農林関係の職員はまた30分、１時間かけて現場

に行くと。業務の効率の問題、それから職員の

負担、そういったことを考えますと、支庁にあ

あいう形で職員を置くほうが現在はいいのでは

ないかと思っておりますし、職員数の問題でい

きますと、西臼杵支庁、昭和50年で申します

と122名の職員を配置しておりましたが、現在

は73名ということで、業務量の減少もあります

が、効率化という視点から、行政改革にも努め

ているところでございます。

今回、総合事務所のお話でございますけれど

も、仮に７つではなくて、例えば３つとか４つ

とか、岡山県で視察されたような例になります

と、当然、県内の幾つかの地域には、支所であ

るとか、そういった機能を持つところが出てく

るということになるのではないかなというふう

な気がいたします。

○徳重委員 福祉事務所のことも今、お話に出

ましたが、都城は北・西諸県福祉事務所という

ような形で、西諸まで都城が管轄しているわけ

ですね。時間的に、県内だったら１時間という

のはお互いに理解できる、住民としてもサービ

スがそんなに低下することではないというよう

な考え方を持つもので、こうした改革を進めて

いく中、あるいは市町村合併がここまで進んで

きた状況の中で、やはり整理できるものは整理

していくという姿勢をとるべきだと考えておる

ところであります。以上です。

○鳥飼委員 何点かお尋ねしますが、今、出先

機関の問題が出ておりますので、これについて

お尋ねをします。岡山の例が出ましたけれど

も、３県民局にしたということで、やはり都市

部中心になるものですから、中国山地に近いと

ころからは物すごく不平不満が出ているという

ことでした。宮崎の例で言えば、今、支庁の例

が出ましたけれども、支庁を延岡に持ってきて

延岡で一括でやるというのも一つの考え方です

けれども、私ども県民の合意としては、支庁は

支庁で独立をしてというのが今の合意だろうと

いうふうに思っているんですけれども、これを

突き詰めていけばそういうことになりかねない

なというふうに思っておりまして、何のために

そういうふうな事務所の統廃合をやるのかとい

うことにもかかわってくるんじゃないかなとい

うふうな気がいたしておりますので、総合事務

所化、支庁化というのについては、資料でも図

面で所管区域も示していただきましたけれど

も、やはり慎重にやっていったほうがいいのか

なというふうな考えを持っております。

そこで、そういう検討を進める一方で、具体

的に、個別的な問題で一緒になれるところはな

いのかどうかというようなことですね。この間

は日南と串間の土木とかいろいろ出されました

けれども、それ以外について検討をしておられ

るようなことがあるのかどうか、その点につい

てお尋ねをいたします。

○桑山行政経営課長 現在、この場で申し上げ

られるようなところはございません。

○鳥飼委員 どこかを廃止してということはも

ちろん言いにくいでしょうけれども、私が申し

上げているのは、例えば福祉こどもセンター、

福祉事務所というのがありますね。市町村合併

で市ができると、そこでは生活保護の業務とい

うのはなくなるわけですけれども、そうなりま

すと、南那珂を考えてみると、日南、串間はも

うないんですね。中央福祉こどもセンターがや

るということになるわけですけれども。北諸は

どうかということになりますと、野尻は合併し
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ますので、三股町と高原町の２つになるわけで

すね。中央では清武がなくなりますし、残るの

はどこかというと国富と綾ということになるわ

けですね。東臼杵を見てみますと、東臼杵も今

度は入郷の町になってくるわけで、まともなと

いいますか、これまでの形として残っているの

は児湯福祉事務所だけなんですね。これは合併

の議論が進まないというのも一つあるんでしょ

うけれども、果たして業務的に見て、２町だけ

やっていてその業務が的確に遂行できるのかど

うかというところを私は懸念しているところな

んです。というのは、いろんな突っ込んだ議論

とか、次長は一緒に仕事をした経緯があります

から御存じですけれども、やはり悩むところが

あったり、いろんな国の考え方があったりして

も、世帯の自立を図るにはどうするのかという

ことで、個別に挙げないにしても、業務的な相

談というのも出てくるわけですね。専門的な相

談をやるという場合に、そういうふうに少なく

なってきたらそれもできなくなるんですよ。と

いうことは、結局、生活保護をやる事務所とし

ては極めて不十分なことしかできないというこ

とになってくるわけですね。そうなるとどうす

るのかといったら、例えば三股町でしたら、都

城市に「都城市さん、どうでしょうか、これを

やっていただけないでしょうか」というような

ことも一つの大きな方策ではないか。そのこと

が住民のためにはなるんではないかというもの

を考えたり、また現場の人からも聞いたりする

ものですから、そういう検討などをされている

ことはないですかということで申し上げたわけ

です。

○桑山行政経営課長 委員おっしゃいますよう

に、例えば保健所でありましたら、宮崎市の保

健所ができたことによりまして、当然、県の保

健所の業務範囲は狭まって、それに応じた体制

をとっているわけでございまして、また、市町

村合併のお話がありましたが、町村がなくなっ

て市になることによって、県のカバーする範囲

も随分変化が出てきております。それと、おっ

しゃるように、できることであれば基礎自治体

のほうでいろんな業務をやっていただけたら

と。三股町のお話もありましたが、そういった

今、おっしゃったようなことを含めまして、今

後の組織のあり方、今も考えておるところであ

りますが、今後とも、いろいろ検討していきた

いというふうに思います。

○鳥飼委員 例えば監査業務だけは残して、ど

ちらにしても監査業務は残るわけですから、そ

れはそこでしっかりやっていこうというような

ことも検討していけば、総合事務所化とか支庁

化ということではなくても、それはやれていけ

るんじゃないかなと思っておりますので、ひと

つ参考にしていただければと思います。

続けて、予算編成の現状についてということ

でお尋ねをしたいと思います。昨年度、私も提

言をいたしまして、予算編成についてもっと公

表をしていくべきではないかというようなこと

を提言いたしましたら、きょう、ここに御説明

いただいているように、こういうような形で一

定の公表といいますか、公開といいますか、こ

れが出されてきたわけなんですけれども、この

ことについて、県民からとか、いろんなところ

から何かリアクション、こういうことがよかっ

たよとか、問い合わせとか、そういうのがあっ

たかどうか。恐らくなかったと思うんでけれど

も、どうでしょうか。

○西野財政課長 編成過程の公表については、

議員を初め議会からも御指摘いただきまして、

検討させていただいた結果、今年度の当初予算
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から公表させていただいているものでございま

すが、当初、初めての取り組みということで、

議会への予算案の説明会、そういったときにも

関心を示していただいたかと思いますし、ま

た、そういった観点からマスコミ等からも関心

を持っていただいたところでありますが、具体

的に県民からお問い合わせをいただいたとか、

そういったものは恐らくなかったのではないか

なというふうに承知しております。

○鳥飼委員 なかなか予算についてはそういう

ふうに理念と現実は違うから、例えば、このよ

うに議員が問い合わせをするなり、マスコミの

皆さんとか、特定の関心を持っておられる方ぐ

らいかなとは思っているんですけれども、それ

をどれだけふやしていくのかというのが大きな

課題で、税金といいますか、予算を有効に活用

していくためには、もっともっとこのシステム

を知ってもらうということが大事だろうと思う

んですね。去年の例では、２月９日に公表とい

うことで出されておりまして、資料別冊でいき

ますと、20年度の要求額と対前年比というよう

な形で表現といいますか、公表されているわけ

なんですけれども、これでは非常にわかりにく

い。去年は１回目でしたから、その１回目に踏

み込んでいただいたことについては私も大いに

評価をして、よく頑張っていただきましたとい

うことでお礼を申し上げたいと思うんですが、

今後、新年度予算について、こういうようなこ

とで原課は要求をする、県民の要望というもの

はこういうふうにして聞いてもらっている、し

かし、ないそでは振れないというか、いろんな

予算の重点化というようなことの中で修正が加

えられていくわけですけれども、そこはもう少

しわかっていったほうが、県民の側からも、ま

た議会の側からも、より効果的な予算編成に

なっていくんではないかなというふうに思うん

ですけれども、それについてお考えをお聞かせ

いただきたいと思います。

○西野財政課長 編成過程の公表につきまして

は、今年度当初予算から初めて導入をさせてい

ただいているところでありまして、まず試行的

な形で、しかも、各県を見渡してみましてオー

ソドックスな形で対応させていただいておりま

す。例えば部局ごとの総額であるとか、そう

いったレベルではなかなかわかりにくいという

ようなこともあろうかと思いますが、個別の事

業につきましては、重点施策とか一定の事業に

つきまして、要求状況、それから査定結果、額

の変遷も見てとれるような形とさせていただい

ております。それがどこでどういうような経過

をたどったかということについては、内部の意

思決定の過程でもありますので、そこでこれ以

上のことというのは、最終的にその後、知事が

予算編成を意思決定としてまとめたということ

で御理解いただきたい。また、他県でも、最終

的な形でしか公表しないというところがほとん

どでございます。そういった状況も見まして、

このような形をとらせていただいているところ

ですけれども、具体的にどういう形で公表がで

きるのか、そういったことについては、今後、

この取り組みを続けていく中で、引き続き検討

させていただきたいというふうに考えておりま

す。

○鳥飼委員 先ほどありましたけれども、この

間視察に行ってきて、私は鳥取に２回行ったん

ですけれども、前の委員会のときと、この特別

委員会で行って２回、そして２回スライドを見

せてもらって、総務省から来ておられた課長さ

んから主に説明をいただいたわけなんですね。

鳥取県の場合は、ペーパーレス化ということか
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ら始まって、紙をなくしていこうということ

で、議論の始まりがちょっと違っていたような

んですけれども、最終的には、財政課長査定、

総務部長査定、それから知事査定というところ

で、こういうふうにして予算が決まっていきま

すというのが公開をされているわけですね。そ

うすると県民にとっても非常にわかりやすい

と。自分の環境の問題はこういうふうにしても

らいたいんだけれどもということが、それを見

ればすぐ見れるわけですから。財政課長のとこ

ろではこうだったけれども、総務部長で削った

とか、総務部長ではこうだったけれども、知事

で削ったというようなところが出てくるわけで

すね。政治的な判断ももちろんあるし、予算編

成権というのは知事にあるわけですから、それ

は当然なんですけれども、その編成過程という

ものを公にすることによって、県民自体が宮崎

県政の財政のあり方を考える非常にすばらしい

契機になると思いますので、昨年度といいます

か、ことしの１月ですね、このことについては

大いに評価をしますけれども、もう一歩踏み出

してそれを展開していっていただきたいという

ことをこの場では要望にしておきたいと思いま

す。よろしくお願いします。

○丸山委員長 ほかにございませんか。

○武井副委員長 出先機関の再編の件なんです

けれども、前の議会で土木事務所の再編が否決

をされまして、私は個人的には非常に残念に

思っているんですが、振興局という話も、きょ

うもいろいろ議論が出るんですけれども、一方

ではこういう形で否決された、これも民意であ

ろうかと思うんですが、そういった意味で土木

事務所の再編を否決したことが、今後の出先機

関の再編に影響というのがあるのかないのか、

どのような形になっているのか、伺います。

○桑山行政経営課長 土木事務所再編の議案に

つきましては、否決されたということは真摯に

受けとめて、またいろいろ検討しなければなら

ないと思っておりますが、うちの課の所掌は行

政改革ですが、これは、厳しい財政状況の中で

不断の課題であると。ふだんからずっと検討す

べき課題であると思っておりますので、土木事

務所も含めまして組織のあり方というのは今後

とも、常に社会経済情勢の変化等も踏まえなが

ら、検討していかなければならないと思ってお

ります｡

○武井副委員長 わかりました。

あと２点、今度は総務部長にお伺いしたいと

思うんですが、この件について、知事がどうい

う見解を持っていらっしゃったのか、そして、

土木事務所の再編が否決されたということを踏

まえて、今後、出先機関の再編についてどのよ

うにしていこうとか、そういったことについて

何がし指示があったり、知事の見解があったり

している部分があれば、お聞かせください。

○山下総務部長 基本的には先ほど行政経営課

長がお答えしたとおりでございまして、この行

財政改革というのは歩みをとめるわけにはいか

ないと。ただ、この前の議会で否決されたこと

については真摯に受けとめたいということでご

ざいました。将来の方向性としては、先ほど総

合事務所云々という話が出ましたけれども、こ

れは別に置いておいて、行財政改革として、や

はり組織の効率化は目指したいということは基

本で考えていただいておるところでございま

す。

○武井副委員長 わかりました。より具体的に

いろいろと見解も聞きたいんですが、この辺は

また次の議会にでもゆだねていきたいと思いま

す。
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その上で大きな方向性としてお伺いをしてい

きたいんですが、出先機関の問題がこういうふ

うに出てきているんですが、県として、県庁と

してということでもいいんですが、今、橘通の

この県庁にも多くの方がいらっしゃるわけです

が、将来的には、できるだけ住民に近いところ

に職員とかマンパワーを割いて、いわゆる県の

本庁をリデュースというか、減らしていって出

先を厚くしていくのか、それとも県という、基

礎自治体とは違いますから、ここでの政策決定

機能を高めていくというようなことで、県庁の

機能を強くしていくのか、すなわち、方向性と

してここを減らしてでも地域に厚く職員を配置

していくという方向性にしていくのか、それと

も、より県庁の中で集約して政策決定機能を高

めていこうとするのか、大きな方向性として

は、今後、県の職員配置というのはどういうふ

うな形であるべきだというお考えがあるのか、

お聞かせください。

○桑山行政経営課長 基本的には、県全体を束

ねる立場として政策決定機能も大変重要です

し、また一方で、いろんな県の業務、出先機関

で実施する上で住民サービスをしっかりやって

いくという意味では、出先機関の職員の配置も

大変重要であり、両方ともしっかり職員体制を

充実させる必要があると思います。ただ、基本

的に今の流れというのがやはり地方分権、権限

移譲の流れの中で、先ほど委員からお話もあり

ましたけれども、市町村にできることは、いわ

ゆる住民に身近なサービスは市町村でやってい

ただこうという考え方でいくとすれば、出先機

関における県の業務量が減っていくということ

になりますので、そういう意味で出先機関の職

員数というのは減っていく可能性はあるのかな

と、そういう認識は持っております。

○武井副委員長 ということは、確認ですが、

将来的には基礎自治体に任せる部分というのを

より強くしていかなければいけないので、県と

しては、出先機関というのは、全体的には削減

をしていくという方向性で進めていくというよ

うな認識で、これからの再編も動かしていかれ

るということでよろしいということですね。こ

こはすごく大きな方向性だと思うので、ぜひ、

お聞かせください。

○桑山行政経営課長 市町村との関係において

権限移譲という部分においては、当然、業務が

市町村に行くわけですから、その分、県の業務

は減るということでそういうことになろうかと

思いますが、全体としてそうかと問われます

と、いろんな社会経済情勢の変化で、県にとっ

て出先機関を強化するような場面もあるかもし

れませんので、全体としての方針で出先を減ら

すということまではなかなか断言できないん

じゃないかと思います。

○武井副委員長 わかりました。ありがとうご

ざいました。

○星原委員 ちょっと教えていただきたいんで

すが、２ページに平成21年度当初予算（一般会

計）の性質別ということで掲げてあるんです

ね。21年度の当初要求額が2,693億と出ています

ね。平成11年はどれぐらいだったのか。義務的

経費、投資的経費の平成11年度はわかります

か。

○西野財政課長 申しわけありません。手元に

資料がございませんので、また後ほどお知らせ

したいと思います。

○星原委員 後ほどでいいんですが、多分、義

務的経費はそう減らずに、投資的経費が、先ほ

ど緒嶋委員が言われたように、減っている部分

というのはそういうところじゃないかなと思う
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んですね。そういう形で見たときに、今度ま

た10年先、仮に平成31年はどうなっていくの

か、予測はなかなか難しいところですが、そう

いう考え方に立って行財政改革を進めていく上

で、逆の意味で言えば、今、景気が落ちてきて

いるわけですが、義務的経費はそう変わらない

で、投資的経費だけが毎年毎年減額に仮になる

ような形で、景気がよくならないとなったら多

分、予算も、はっきり言えば、先ほど厳しい組

み方をされると言われていましたが、なかなか

進まない状況が出てくるんじゃないかなと。そ

うなってきたときに、義務的経費の部分をどう

いうふうに減らしていくか、投資的経費の部分

をどうやったらふやせるかという、予算を組む

場合に、そういう考え方での組み方というのは

されているものなんですか。

○西野財政課長 中長期的なスパンで見渡した

上でということは非常に難しい……。概して言

うならば、義務的経費、人件費とか公債費、県

債の元利償還であるとか、社会保障費、そう

いったものですけれども、そういったものは、

人件費の抑制に努める、定員管理とかをしっか

り努めるとしても、例えば公債費であったら過

去の景気対策の清算であったり、扶助費であっ

たら、社会保障関係費がメーンですけれども、

少子高齢化が進んでいくと、どうしても医療費

等を初め社会保障費はかかってくる。そうした

意味で義務的経費というのは、やはりどんどん

ふえてしまう傾向にあろうかと思います。その

一方で、どうしても投資的経費とか政策的経

費、それをやりくりしていかきゃいけないわけ

ですけれども、そういった意味では、本県の歳

入を見ますと、地方税よりも交付税とか依存財

源のほうが大きい。そういった中で、国の財政

状況もやはり今後、悲観的に見ざるを得ないと

ころがあると思いますので、そういった意味で

は、義務的経費もできるだけ抑制しながら、社

会保障であっても、例えば健康長寿への取り組

みであるとか、毎年公債費というのがふえてい

く傾向にありますけれども、将来的な公債費と

いうのを縮減していくためにどうやって組めば

いいのか、そういった観点から、当然、毎年の

予算というのも考えないといけませんし、将来

の財政が置かれた状況、そういうのを見渡しな

がら、一番大事なのは行財政改革を徹底してや

りながら、その時々、短期的な課題であれ、中

長期的な課題であれ、そういった措置をしてい

く、そういったものがスタンスになろうかとい

うふうに思います。

○星原委員 国も来年度の歳入予算もかなり減

額の状況にある。県税も多分、同じような形で

いくと思うんですね。ですから、こういう予算

編成という流れの中では、これから宮崎県とし

ては、県税収入を上げていくための方法とか、

いろんなところまで考えていかないとなかなか

厳しくなってくるんじゃないかなと。県民に対

しても、こういう予算で景気対策予算、あるい

は県税収入を上げるために、経済活動が活発に

なる方法のために、こういうふうにした予算組

みをしているんだというものを示していかない

と、ただ前年度に対しての割合でいっていいも

のなのかどうか。今後のいろんなことを考える

と、財政改革、行政改革をやる上からも、一方

では投資的経費の部分だけがただ減っていくこ

とで本当に景気浮揚になったり、県民所得の向

上につながる方向にいける、あるいはそこから

の税収になってくる部分がふえていく、そうい

うための何かという部分というのは、予算を各

部に配分するときに、そういった目標みたいな

ものを出させながらやっているものなんです
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か。やっていないんですか。

○西野財政課長 予算編成に当たっては、毎

年、重点施策としまして幾つかの課題等を挙げ

ておりますけれども、当然、その予算というの

は、最終的には県民の福祉に寄与するべくそれ

ぞれの事業を構築しているということで、とり

わけ現下の厳しい経済情勢を踏まえて、雇用対

策とか、そういったものを当然、今年度予算も

そうでしたけれども、来年度もやっていかない

といけないという、そういった面と、御指摘の

県民所得の面をどうするか、そういったものは

将来的に税収に入ってくるということで、 中長

期的な課題として農商工連携など、より経済の

活性化といいますか、本県の独自性を発揮して

経済が向上する、そういったものを特に重点的

に配分していきたいということで重点施策、そ

れから宮崎県の雇用・経済対策ということで取

りまとめさせていただきましたが、そういう方

向性で進ませていただいているところでござい

ます。

○星原委員 １県だけでどうこうできる形でも

なくて、国全体の流れの中でしょうから、なか

なか厳しいところもあるのかなというふうに思

いますので、そういう面もどこかに置きながら

やっていくべきじゃないかなというふうに思い

ます。

もう一点、出先の関係のことなんですけれど

も、今言った予算なんかを見ても、人件費の割

合というのがかなり占めていますね。投資的経

費が21年度の当初で1,200億ちょっとなのに対し

て、人件費が1,634億というような形になってい

くわけで、やはりこの部分をどういうふうにし

ていくかというふうになってくると、一方で

は、総合事務所をどういうふうに今後考えてい

くのか、５年後とか10年後とかという中でどう

考えていくのかというのもあるだろうと思いま

すし、なおまた、市町村合併の問題について

も、県がそういうことをやることで逆に言えば

市町村合併も一方では進むのかなという感じで

すね。そして、県の持っている機能を市町村に

なるだけ渡していく部分と、出先機関の総合事

務所の部分と、県の本課の役割、その辺のとこ

ろをどういうふうにしていくかということを明

確にしていかないとなかなか進まないのかなと

いうふうに思うんですよ。

単純に合体すればいいかというと、これま

た、私ども地元で市町村合併をやってみて、地

域住民にとっては不満もあるところもある。こ

れは、サービスの仕方をどうしていくかだろう

というふうに思うんですけれども、そういうこ

ととかをあわせて、端的に言えば、土木事務所

とか振興局とか、都城土木で言えば、平成10年

前後、その辺は大体100億を超える事業費があっ

たのが、今、20億から25億ぐらい、数字的に

減ってきているわけですね。５分の１とか４分

の１になっているような状況で、人件費がそれ

ぐらいで賄っているかというと、そうじゃな

い。要するに、事業費は減っているけれども、

人件費、人の部分はそんなには減っていない、

そう変わらない形でやっているわけですね。事

業費に合わせてそういう形にはなかなかならな

いとは思うんですけれども、そういう部分の見

方というのをしたときに、減っていく部分の中

で、出先の動きをどういうような形にしたほう

がいいのかとか、そろそろこれから５年先、10

年先に向けてそういう部分も判断材料にしてい

かないと、さっき言ったように、このままの流

れでいけば義務的経費は動かすのはなかなか難

しいけれども、投資的経費が多分、ずっと毎年

毎年減っていく部分になってくるのかなと。そ
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ういうことを考えたときには、義務的経費の部

分を減らすには、やはり統廃合というのが一つ

の目安にならざるを得ないんじゃないかなとい

うふうに思っておりまして、その辺を地域の人

たちと、あるいは市町村とのかかわり合いの部

分とか、県の果たす役割とか、その辺について

今後どういうふうに持っていこうと考えておら

れるのか、教えていただきたい。

○桑山行政経営課長 確かに、行財政改革の中

で人件費の削減というのは大きな課題でありま

すし、県におきましても、定員の削減というこ

とで、行革の期間中に1,000名の純減を行うとい

うことで目標を掲げて着実に成果は上がってき

ていると思います。ただ、これまで随分と定員

の削減等をやってまいりましたので、これから

先は１つの事務所で１人、２人と薄く皮をはぐ

ように減らしていくという形も、ある意味では

限界も近いかなと。そういう意味では、今回の

話題である総合事務所化も含めまして、組織の

見直しをあわせて行いながら、人員の削減を行

う。そういう事務所統廃合を行うことによっ

て、スケールメリットによりまして住民サービ

スの低下をなるべく来さないようにしていく、

そういうことも実現できるのではないかと思っ

ております。したがいまして、今後は、そうい

う行財政改革の推進、人件費の削減という意味

からも、組織のあり方については、組織の統廃

合を含めて、またさらに検討していきたいとい

う、そういう気持ちでございます｡

○丸山委員長 ほかにございませんか。

１点だけお伺いしますが、予算の公表と、今

後、総合事務所に向かうに当たって、ぜひ進め

ていただきたいと思っていますのは、鳥取県で

も、鳥飼委員も言われました、ペーパーレス化

ができたことによって財政課長ヒアとか部長ヒ

アとかにペーパーレスでできるということで、

それがすぐインターネットに移行できるとかあ

りました。総合事務所になると、問題なのは、

書類を運ぶ時間があるからとか、それがあると

ペーパーレス化は非常に大きな課題にもなって

くるというふうに考えているんですが、今、県

としてのペーパーレス化というのはどれぐらい

進んでいるのか。そして、今後、どのような方

向性を考えているのかをお伺いしたいと思いま

す。

○西野財政課長 ペーパーレス化の現状につい

ては、ちょっと把握できていないかと思いま

す。予算編成過程でのペーパーレス化について

申し上げますと、確かに、部局とのやりとりの

中では、いろいろ個別説明に至っては資料での

説明というのが求められることが多いかと思い

ます。鳥取県、どのようなことでやられている

かわかりませんが、基本的には提出された資料

に基づいてヒアリングをします。ヒアリングを

する中では、パソコン等に向かってやるわけで

はありませんで、いろいろ資料に基づいて、ど

こに何が書いてあるか個別に聞いてやる上で

は、やはりプリントアウトしたものというが

我々は必要かと。それに、プリントアウトした

ものでこそ見えてくるもの、そういうものが審

査する立場からすれば多いんではないかと。そ

れと加えて、本格的なペーパーレス化をしよう

とすると、それに耐え得るようなシステム、そ

れが大変重要になってくると思いますけれど

も、そこのシステムを構築する必要が費用対効

果の面も含めてあるのかどうか、それは慎重な

検討が必要になってくるんだと思います。

○丸山委員長 いずれにしても、要望なんです

が、我々が調査した範囲では、今後、ペーパー

レス化というのはいろいろな行政改革の中で、
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今の予算の公表のみならず、事務所がもし総合

事務所化された場合に、書類を運ばなくてもい

いというようなこともいろいろ考えられるん

じゃないかというふうに思っておりますので、

ペーパーレス化に関してはいろんな議論を今後

ともしていただければありがたいかなと思って

おります｡

○西野財政課長 先ほど星原委員から御指摘の

ありました、平成11年の義務的経費、投資的経

費が幾らであったかということですけれども、

平成11年度のまず義務的経費から申しますと、

当初予算段階で約2,670億程度、構成比にしまし

て37.4％でございました。その義務的経費につ

いて今年度の当初予算で言いますと、ほぼ同じ

ぐらいですけれども、2,670億、構成比にしまし

て47.5％ということでございます。一方で投資

的経費について申し上げますと、平成11年度が

約2,400億程度、構成比にしまして全体の37.8％

ということでございましたが、平成21年度にな

りまして1,200億、構成比にしまして21.3％と、

こちらは額、構成比ともに低下しているところ

でございます。なお、九州各県の状況を見てみ

ますと、義務的経費、投資的経費の構成割合と

いうのはほとんど同じになっておりまして、や

はり義務的経費は人件費がそうは圧縮できない

中、公債費、過去の県債発行の元利償還経費と

か、そういったものというのがだんだんのし重

なってきまして、また社会保障関係の扶助費で

あるとか、そういったものもございますので、

義務的経費はどうしても抑制をしたとしても、

なかなか横ばいぐらいにしかならない。一方で

投資的経費については、過去の国の経済対策等

もございましたので、それの経過とともに今の

水準に至っているところが大きいのではないか

と。国のほうでも毎年マイナス３％とか、そう

いった水準でやっておりますので、どうしても

それに歩調を合わせるように低下の傾向をた

どっているというのが実態でございます。

○丸山委員長 今のは口頭で言われたんです

が、できれば今後の委員会の参考資料にさせて

いただこうと思いますので、どういうスタイル

でというのは協議させていただきますが、ペー

パーとしてお願いできればなと思いますので、

後から資料の提出をお願いしたいと思います。

ほかにございませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○丸山委員長 それでは、ないようですので、

以上で総務部の概要説明を終わらせていただき

ます。総務部の皆さん、退席していただいて結

構でございます。御苦労さまでした。

暫時休憩いたします。

午前11時47分休憩

午前11時48分再開

○丸山委員長 委員会を再開いたします。

それでは、委員協議に入りますが、まず、協

議事項（１）の出資法人への関与事項を定める

条例（仮称）の要綱案についてであります。

前回の委員会におきまして、本県における当

条例の制定について、当委員会としては、制定

の必要性を確認したところであり、今後、制定

に向けた検討を行っていくことを決定しまし

た。本県議会では、政策条例の策定に係るス

キームが定められておりまして、これにのっ

とった形で、次は、段階としましては、各会派

の幹事長から成ります政策条例検討会議を開催

していただきまして、条例化の検討の適否を協

議していただくこととなります。つきまして

は、当委員会から政策条例検討会議へ協議を要

請するに当たり、この条例の概要をあらわした
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要綱案を検討会議に提示する必要がございます

ので、本日はこの要綱案について、協議をして

いただきたいと存じます。

なお、協議に当たっては、資料１のとおり、

正副委員長で協議の上、要綱案の試案を作成い

たしておりますので、これをたたき台として、

協議を進めていきたいと思います。

それでは、私のほうから、まず、資料１の要

綱案に基づいて説明させていただきますが、こ

れは、名称もまだ決まっていないところであり

ますが、「出資法人（等）への関与事項を定め

る条例（仮称）」という要綱案にさせていただ

いております。

目的は、ここに書いてありますとおり、この

条例は、県が出資法人を通じて実現しようとす

る行政目的の確実かつ効果的な達成を図るた

め、県の出資法人へのかかわり方に関する基本

的な事項を定め、もって公正で透明性の高い効

率的な県行政の実現に寄与することを目的とす

るということであります。

定義としましては、ここに書いてあるとお

り、出資法人の考え方でありますが、ここで考

え方の大きいのは、これまでは、地方自治法に

よりますと２分の１以上を出資しているところ

が議会への報告を求めることになっているとこ

ろを、４分の１にすると。これは、監査ともほ

ぼ合う形でありますし、他県も４分の１になっ

ていますので、そういう形になろうかと思って

います。そこで、まず、米印に書いてあるのが

今後、一番大きな課題になっていくと思ってい

るんですが、どこまでを範囲とするのかという

ことであります。これは、今のところ、出資法

人という形にしておるんですが、これまで当委

員会の中で人的、また財政的支援を行っている

法人まで広げて調査を行ってまいりました。そ

れで、今回の公社等改革指針も、そういう指針

に基づいて広がっておりますので、そういった

ことが、出資法人だけじゃなくて、先ほど言い

ましたとおり、人的、また財政的な支援を行っ

ている法人に広げる場合には、条例の名前及び

定義も変わってくると、ここが一番大きな議論

になるところではないのかなと思っておりま

す。

３番目が県の責務、４番目が経営評価とか、

また５番目が議会への報告、知事等への意見、

出資法人への関与の見直し、出資法人の合併等

に関する助言等々を書いておりますが、これを

たたき台といたしまして、政策条例検討会議の

ほうに持ち込ませていただければと思っておる

んですが、御意見を賜りたいというふうに思い

ます。

○鳥飼委員 定義のところの４分の１、これ

は、自治法の改正はまだなんですね。この間、

島根に行ったときに、これは慎重に扱っていま

すというのがありましたね。そこをどうするか

というのが一つあるのかなと思うんですけれど

も。

○丸山委員長 私たちの考えでは、他県でも４

分の１に条例がなっておりますし、監査も実際

４分の１でやっておることを考えると、４分の

１でも整合性といいますか、おかしくはないの

かなというふうに思っておりますので、確か

に、先ほど言われたとおり、島根県は平成16年

度につくられた条例ですので、かなり時間的な

タイムラグもありますので、実際は国のほう

も、地方自治法の改正も４分の１に向かってお

りますので、そういうところは先んじてやった

ほうが私はいいのではないのかなという形でこ

の４分の１を一応挙げさせていただいたところ

であります｡



- 26 -

○鳥飼委員 この間聞いた段階で、なぜ慎重に

しているのかというのは４分の１ということ

を、法が施行されるときにいろんな条件になる

ようなものが出てくるのでということで、何か

慎重なことを言っておらましたね。僕もよくは

わからなかったんだけれども、そこ辺を吟味を

した上で入れたほうが、他県がやっているから

ということだけではどうかなというような感じ

がしますけれどもね。

○丸山委員長 繰り返しになりますけど、監査

も既に４分の１をやっているということがあっ

て、４分の１というのを書かせていただいたと

ころでありますけれども、今、鳥飼委員が言わ

れたようなことも含めて、実は定義が、どこ辺

まで審査をする範囲にするのかと。公社等改革

指針が、先ほど言いましたように、人的なり、

財政的支援をしているところまで広げてやりま

したので、どこまで議会のほうに毎年しっかり

とした報告をしていただけるのか。また、資料

に関しても、経営評価シート的なものもしっか

りつくっていただいてしていかないと、今の６

月議会に報告いただいている貸借対照表とか、

こういうことをやりましただけでは、本当に成

果が上がったかどうかというのが全く見えない

ような形になっているというふうに思っており

ますので、そういうところも含めて、基本にな

る定義が一番重要だろうというふうに思ってお

りますので、ここを今後の委員会の中で詰めて

いければなというふうに思っておるところで

す。

○鳥飼委員 ちょっと検討してもらって、僕も

それをどうこうと言うわけじゃないんですよ。

確かに、条例化していくことは大いにやってい

くべきだと思うけれども、そういうような慎重

意見もあったものだから、そこを十分に議論を

した上で条例化していったほうがいいんじゃな

いかということを申し上げておきます。

○丸山委員長 ほかにございませんか。

○星原委員 我々の果たす役割は、ここまで来

ましたから、後は今言われた検討会議のほうに

持ち込んで、要するに、条例提出に向けて行く

しかないのかなと思いますので、そのような進

め方でいいのかなというふうに思います。

○福田委員 タイトルが変わるわけだな。

○丸山委員長 もし内容、定義が変われば。

○鳥飼委員 全国のやつはこの前もらったで

しょうか。

○丸山委員長 大阪のほうが一応、「等」が

入っておりまして広がっております。ほかの県

は「等」が入っていなくて、実質、出資法人だ

けのほうが多かったりしていますので、一番新

しくでき上がっている大阪に関しては「等」も

入っているのかなというふうに認識しておりま

す。

○鳥飼委員 それをまた調査したやつをもらえ

ませんか。４分の１にしているところと２分の

１にしているところと。

○丸山委員長 わかりました。今、鳥飼委員が

言われた資料も今後、委員会の中で―その前

にまず、本当にこれを検討してほしいというの

が検討会議から我々の委員会のほうに返ってく

れば、私としては、この特別委員会の中ででき

れば政策条例をつくり上げていきたいという趣

旨も検討会議の中で述べさせていただければい

いかなというふうに思っております。

ほかにございませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○丸山委員長 御意見もないようですので、そ

れでは、この要綱案をもって政策条例検討会議

へ提出したいと思います。なお、検討会議にお
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ける要綱案の説明につきましては、私のほうで

行わせていただきたいと思いますので、御了解

をお願いいたします。

次に、協議事項（２）の次の委員会について

であります｡

次の委員会については、委員の皆様から執行

部に対する説明や資料の要求について、何か御

意見、御要望はございませんか。

○福田委員 国税と県税の法人のランキングを

出して欲しいのですが。

○丸山委員長 ほかにございませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○丸山委員長 それでは、次の委員会の詳細に

つきましては、正副委員長に御一任いただきた

いと思いますが、よろしいでしょうか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○丸山委員長 それでは、そのように進めさせ

ていただきます。

最後に、その他何かございませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○丸山委員長 なければ、次回の委員会は12月

上旬、事務局案では12月９日（水）を予定して

おりますので、よろしくお願いいたします。

それでは、以上で本日の委員会を閉会いたし

ます。

午前11時59分閉会


